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介護サービス費

要介護度 基本単位
機能訓練
体制加算

サービス
提供体制
加算Ⅲ

看護体制
加算(Ⅰ)
ﾛ・ (Ⅱ)ﾛ

夜勤職員
配置加算

Ⅱ

合計
単位

処遇改善
加算Ⅰ

利用料金
（円）

保険給付
（円）

自己負担
（円）

要支援　１ 514 532 44 5760 5184 576

要支援　２ 638 656 54 7100 6390 710

要介護　１ 684 732 60 7920 7128 792

要介護　２ 751 799 66 8650 7785 865

要介護　３ 824 872 72 9440 8496 944

要介護　４ 892 940 78 10180 9162 1018

要介護　５ 959 1007 83 10900 9810 1090

送迎サービス
（送　迎）

１８４ １８４ １５ 1990 1791 １９９

療養食加算 ２４ ２４ 240 216 ２４

食　　費 滞　在　費

・老齢年金受給者で世帯全員が住民税非課税

・生活保護受給者

本人及び世帯全員が住民税非課税の方

（年金収入と他の所得合計が80万円以下の方）

・本人及び世帯全員が住民税非課税の方

（年金収入と他の所得合計が80万円を超える方）

内訳 金額（円）　※１日あたり

朝食 422

500

１２ ６

１２ １８

１日あたりの

利用料金
該当する

介護サービス費

社会福祉法人　黒松内つくし園　泊村特別養護老人ホームむつみ荘

【ショートステイご利用料金】　１割負担

令和元年10月１日現在

該当する

食　　　費
該当する

滞　在　費

第１段階

第２段階

内訳 金額（円）　※１日あたり

　　　　　　　※1食８単位

第２段階

第３段階

第４段階

８２０

９５０

１，１２０

第１段階 ８２０

昼食

夕食 470

１日合計 １，３９２

保険料段階 滞在費　　１日あたり（円）

３００ ８２０

３９０ ８２０

食費　　１日あたり（円）

※食費・滞在費について、市町村から「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けた方は、上記のとおり、認定証に記載された額
が負担限度額となります。　　食費において、１日の負担上限に満たない場合は実費となります。

６５０ ９５０

１，３９２ １，１２０

第３段階

第４段階 ・本人及び世帯全員が住民税を課税されている方


